
入札心得書 

 

（総則） 

第１条 全国農業共済組合連合会長（以下「会長」という。）の所掌に属する契約に関する入札について、入札

参加者が知りかつ守らなければならない事項は、法令その他に定めるもののほか、この入札心得書によるもの

とする。 

 

（入札等） 

第２条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、入札説明書、調達仕様書等を熟知の上、入札しなければならな

い。この場合において、入札参加者は、書類等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲

内で本会に説明を求めることができる。 

２ 入札参加者は、第１項の書類等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

３ 入札参加者は、別紙３「入札書」を作成し、封かんの上、入札者の氏名（法人にあっては、法人名）、宛名

及び入札件名を標記し、入札公告に示した日時までに入札しなければならない。 

４ 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き替え、変更又は取り消しをするこ

とができない。 

５ 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す別紙４「委任状」を本

会に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 

６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 

７ 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 

８ 入札参加者は、別紙２「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」について入札前に提

出していなければならない。 

 

（入札保証金及び契約保証金） 

第３条 入札保証金及び契約保証金は免除する。 

 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触す

る行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思について

いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 

 

（入札の取りやめ等） 

第５条 入札参加者が連合し、又は不穏行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと

認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめること

がある。 

 

（無効の入札） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）競争に参加する資格を有しない者のした入札 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札 

（３）記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって変えることができる。）の欠

く入札 



（４）入札金額を訂正した入札 

（５）誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 

（６）明らかに連合によると認められる入札 

（７）同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代

理をした入札 

（８）入札時刻に遅れてした入札 

（９）別紙２「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」について、虚偽又はこれに反する

行為が認められた入札 

（10）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

（再度入札） 

第７条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。

この場合、当初の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。 

 

（落札者の決定） 

第８条 会長が定めた予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で示す要求事項のうち必要項目の最低限の要求を

全て満たしている提案をした入札者の中から、総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 

 

（同価格の入札） 

第９条 落札となるべき同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ

て落札者を決める。 

２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者及び当該開札に立ち会わない者があるとき

は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

（契約書等の提出） 

第10条 落札者は、契約書を作成するときは、契約書の案に記名押印の上（外国人又は外国法人にあっては、

本人又は代表者の署名をもって代えることができる。）、速やかに会長に提出しなければならない。 

２ 落札者が速やかに契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失う。 

３ 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。 

 

（入札等に使用する言語及び通貨） 

第11条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

（その他の事項） 

第12条 この心得書に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 


